
基安発 0627第1号

平成23年6月.27日

殿

!

m

d

 

山川』

-h、九

東京電力福島第「原子力発電所における緊急作業に係る元方事業者による

関係誇負人の管理状況の把握について
ι. 

東京電力福島第一原子力発電所(以下「発電所1という。)において緊急作業に従

事する労働者の被ばく線量管理や健康管理等が適切に行われるためには、東京電力の

みならず、東京電力から直接工事等の発注を受ける事業者〈以下 f元方事業者」とい

う。)による管理も必要不可欠であります。

厚生労働省。においては現在、東京電力に対し、発電所における緊急作業全体の安全

衛生管理状況について定期的に報告を求めているところですが、今般、元方事業者に

よる関係請負人〉やその労働者等の管理状況についても当分の問、定期的に犯握するこ

ととしましたので、下記により報告くださいますよう、お願いします。 --
記

1 対象

本通知による報告は、発電所で緊急作業 L工事)を行う全ての元方事業者を対象

とする。なお、元方事業者が共同企業体である場合には、当該共同企業体の代表者

が報告を行うものとする。

2 報告時期等

・報告は毎月、当該月分を取りまとめの上、翌月 10日までに富岡労働基準監督署

に行うものとする。

3 報告事項

(1)当該月中に実施中の緊急作業(工事)について、全ての関係、請負人が記載され



た請負体系図(様式任意)を提出すること。なお、 2回目以降の報告においては、

変更があったものを提出すれば足りること。

(2 )次に示す事項について別添様式により提出すること。

ア 当該月中に実施中の緊急作業(工事)の内容及びその工期

イ 当該月末日(当該日)に緊急作業に従事した①元方事業者の労働者の数、②

関係請負人及びその労働者の数(労働者の数については、有期契約労働者(日

雇労働者を含む。)の数を内数として記載すること。)

ワ 当該月中に新規に緊急作業に従事した①元方事業者の労働者の数、②関係請

負人及びその労働者の数(再入場者を除く。)

エ 当該月中に新規に緊急作業に従事した労働者について、入場時の①緊急作業

に係る必要な安全衛生教育(新規入場者数育)の実施状況、②電離放射線健康

診断の実施状況

オ 前月中に緊急作業に従事していた者のうち、当該月中に全く緊急作業に従事

しなかった労働者の数

カ 緊急作業に従事している者のうち、①内部・外部線量合算で 100mSvを超え

←ている労働者、②前月中に従事期聞が 1か月を超えた労働者(①の者を除くー)

について、当該月における臨時健康診断の実施状況(1回目の報告においては、

②については、「前月中に」とあるのは「平成 23年5月 11日から 31日までの

聞に」として報告するとともに、平成 23年5月 10日までに従事期聞が 1か月

を超えた労働者(①の者を除く。)について、当該月までにおける臨時健康診

断の実施状況を別紙により報告すること。)

キ 緊急作業に従事し、退所した者のうち、内部・外部線量合算で 100回Svを超

えている労働者について、当該月における臨時健康診断の実施状況



様式

元方事業者による関係請負人の管理状況報告

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

事業者職氏名 窃

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの元方事業者に

よる関係、請負ノkの管理状況について、次のとおり報告じます。

r 

1 当該月中に実施中の緊急作業(工事)の内容及びその工期

2 当該月末日(当該自)に緊急作業に従事した関係誇負人及びその労働者の数(当該自に

入場していない者を除く。)

¥¥¥  事業者 労働者
うち有期契約労働者

関係請負人 )社 )人 )人

1次 )社 )人 )人

2次 )社 )人 )人

3次 )社 )人 )人

4次 )社 )人 )人

(注) 5次、 6次がある場合には、同様に数字を記入することo

1 



3 当該月末日(当該日)に緊急作業に従事した労働者数(関係請負人別)

¥¥二 会社名 労働者数
うち有期契約労働者

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

()次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )吹 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

(、)次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 ) ~人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

2 



4 当該月中に新規に緊急作業に従事した関係、誇負人の労働者(再入場者を除く。)に対す

る入場時の安全衛生教育及び電再鰍射線健康診断の実施状況

当該月中に 当該月中に
安全衛生教育の実施状況

電離放射線健康診断の実
新規に入場 新規に入場 施状況
した事業者 した労働者

実施済 未実施(酎 実施済 対象者で
未実施(出

関係請負人 )社 )人 )人 )人 )人 )入

(注)未実施の者がいる場合には、理由を(1)イ又は (2)イに記載すること。

(1 )入場時の安全衛生教育(新規入場者教育)

ア 実施者“(該当するものにすべて「レJを付すこと。)

口東電 口関係誇負人

口その他(

イ 未実施の者がいる場合の理由

口実施予定( 月 日まで)

口 他の事業場等で当該教育を受けているなど、十分な知識や技穏を有していると

認められるため、省略

口その他(

(2)入場時の電離放射線健康診断

ア 実施者(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

口東電 口関係請負人

口その他(

イ 健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

口実施予定( 月 日まで)

口その他(

5 前月に緊急作業に従事していた者のうち、当該月中に全く緊急作業に従事しなかった労

働者の数

関係請負人及びその労働者の数 一一ー一二佳 一一ーム

3 



6 緊急作業に従事している労働者に対する当該月における臨時健康診断の実施状況

内部・外部線量合算で 100皿Svを超えてい 前月中に従事期間が1か月を超えた労働
る労働者 者 (100mSv超の者を除く。)

実施 朱実施[注} 実施

関係請負人 )人 )人 )人 )人 )人

(注)未実施の者がいる場合には、理由を (2)に記載すること。

(1 )臨時健康診断の実施者(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

口東電 口関係請負人

(2) 臨時健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

ア 100mSvを超えている労働者に対するもの

口実施予定( 月 日まで)

口その 他 (

未実施(註)

)人

)γ  

イ 前月中に従事期聞が 1か月を超えた労働者(アの労働者を除く。)に対するもの

口実施予定( 月 日まで)

口その 他 (

7 緊急作業に従事し、退所した労働者に対する当該月における臨時健康診断の実施状況

退所した者のうち内部・外部線量合算で 100血Svを超えている労働者

退所から 1か月を超え 2か月を超え
1か月後まで 2か月まで 3か月まで

実施 米実施{渡] 実施 未実施(注) 実施 来実施(注)

関係
)人 )人 )人 )人 )人 )人 )人請負人

(注)未実施の者がいる場合には、理由を (2)に記載すること。

(1)臨時健康診断の実施者(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

口東電 口濁係請負人

(2)臨時健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

口実施予定( 月 日まで)

口その他(

備考

1 各報告事項について、必要に応じ別紙を用いて記載すること。

2 r事業者職氏名」の欄は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。

4 



別紙

O 平成 23年 5月 10日までに従事期聞が 1か月を超えた労働者 (100凶Sv超の者を除く。)

に対する臨時健康診断の実施状況

5月、10日までに従事期間が1か月を超えた労働者 (100田Sv超の

者を除~ ~) 

実施 未実施

関係請負人 )人 )人 )人

(注)未実施の者がいる場合には、理由を (2)に記載すること。

( 1 )臨時健康診断の実施者(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

口東電 口関係請負人

て (2 )臨時健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

口実施予定( 月 日まで)

口 その他(

1 
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基安発 0627第2号

平成23年 6月27日

東京電力株式会社

'取締役社長清水正孝殿

r 
L 東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業に係る関係請負人

の管理状況の把握について

一、

東京電力福島第一原子力発電所(以下「発電所Jという。)において緊急作業に従

事する労働者の被ばく線量管理や健康管理等が適切に行われるためには、東京電力か

ら直接工事等の発注を受ける事業者(以下「元方事業者Jという。)による管理も必

要不可欠で、あります。

厚生労働省においでrは、今般、元方事業者による関係請負人やその労働者等の管理

状況について当分の閑L定期的に把握する ζ ととしましたが、東京電力が元方事業者

に当たる場合{自ら行う仕事の一部を関係請負人に請け負わせている場合入その関

係請負人について、下記により報告いただくよう求めます。

記

1 対象

本通知による報告は、東京電力が発電所で行う緊急作業(工事)のうち、自ら行

う仕事の一部を請け負わせている関係請負人民係る事項を対象とする。

、

2 報告時期等

報告は毎月、当該月分を取りまとめの上、翌月 10日までに富岡労働基準監督署

に行うものとする。

3 報告事項

次に示す事項について別添様式により提出すること。



(1)当該月中に実施中の緊急作業(工事)の内容及びその工期

(2)当該月末日(当該日)に緊急作業に従事した関係請負人及びその労働者の数(労

働者の数については、有期契約労働者(日雇労働者を含む。)の数を内数として

記載すること。)

(3 )当該月中に新規に緊急作業に従事した関係請負人及びその労働者の数(再入場

者を除く。)

(4 )当該月中に新規に緊急作業に従事した関係、請負人の労働者について、入場時の

①緊急作業に係る必要な安全衛生教育(新規入場者教育)の実施状況、②電離放

射線健康診断の実施状況

(5 )前月中に緊急作業に従事していた者のうち、当該月中に全く緊急作業に従事し

なかった関係請負人の労働者の数

(6 )緊急作業に従事している者のうち、①内部・外部線量合算で 100mSvを超えて

れる関係請負人の労働者、②前月中に従事期間が 1か月を超えた関係請負人の労 ¥ 

働者(①の者を除く)について、当該月における臨時健康診断の実施状況(1回

目の報告においては、②については、「前月中にj とあるのは「平成 23年5月

11日から 31日までの聞に」として報告するとともに、平成 23年 5月 10日まで

に従事期聞が 1か月を超えた労働者(①の者を除く。)について、当該月までに

おける臨時健康診断の実施状況を別紙により報告すること。)

(7)緊急作業に従事し、退所じた者のうち、内部・外部線量合算で 100mSvを超え

ている関係請負人の労働者について、当該月における臨時健康診断の実施状況

L 



様式

元方事業者による関係誇負人の管理状況報告

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

事業者職氏名 閉

平成 年 月 日から平成 年 月

よる関係請負人の管理状況について、次のとおり報告じます。

日までの元方事業者に

1 当該月中に実施中の緊急作業(工事)の内容及びその工期

2 当該月末日(当該日)に緊急作業に従事した関係請負人及びその労働者の数(当該日に

入場していない者を除く。)

¥¥¥¥  事業者 労働者
うち有期契約労働者

関係請負人 )社 )人 )人

1次 )社 )人 )人

2次 )社 )人 )人

3次 )社 )人 )人

4次 )社 )人 )人

(注) 5次、 6次がある場合には、同様に数字を記入すること o

1 



3 当該月末日(当該日)に緊急作業に従事した労働者数(関係請負人別)

¥¥ 会社名 労働者数
うち有期契約労働者

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

2 

〆
¥ 



4 当該月中に新規に緊急作業に従事した関係請負人の労働者(再入場者を除く。)に対す

る入場時の安全衛生教育及び電離放射線健康診断の実施状況

当該月中に 当該月中に
安全衛生教育の実施状況

電離放射線健康診断の実
新規に入場 新規に入場 施状況
した事業者 した労働者

実施済 未実施(注) 実施済 対象者で
来実施(注)

関係請負人 )社 )人 )人 )人 )人 )人

(注)未実施の者がいる場合には、理由を(1)イ又は (2)イに記載すること。

(1)入場時の安全衛生教育(新規入場者教育)

ア 実施者(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

{ 口東電 口関係誇負人

口その他(

イ 未実施の者がいる場合の理由

口実施予定( 月 日まで)

口 他の事業場等で当該教育を受けているなど、十分な知識や技能を有していると

認められるため、省略

口その{也(

(2)入場時の電離放射線健康診断

ア 実施者(該当するものにすべて「レj を付すこと。)

口東電 口関係請負人

口その他(

( ィ 健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

口実施予定( 月 日まで)

口その他(

5 前月に緊急作業に従事していた者のうち、当該月中に全く緊急作業に従事しなかった労

働者の数

関係請負人及びその労働者の数 一一一~主 一一一」ι

3 



6 緊急作業に従事している労働者に対する当該月における臨時健康診断の実施状況

内部・外部線量合算で 100mSvを超えてい 前月中に従事期聞が 1か月を超えた労働
る労働者 者 (100mSv超の者を除く。)

実施 未実施(注) 実施 来実施{注)

関係請負人 )人 )人 )人 )人 )人 )人

(注)朱実施の者がいる場合には、理由を (2)に記載すること。

( 1 )臨時健康診断の実施者(該当するものにすべて「レj を付すこと。)

口東電 口関係、請負人

(2)臨時健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

ア 100mSvを超えている労働者に対するもの

口実施 予定( 月 日まで)

口その他(
/
¥
¥
 

イ 前月中に従事期聞が 1か月を超えた労働者(アの労働者を除く。)に対するもの

口実施 予定( 月 日まで)

口その他(

7 緊急作業に従事し、退所した労働者に対する当該月における臨時健康診断の実施状況

退所した者のうち内部・外部線量合算で 100mSvを超えている労働者

退所から 1か月を超え 2か月を超え
1か月後まで 2か月まで 3か月まで

実施 未実施(注) 実施 未実施{注) 実施 米実施{注}

関 係
)人 )人 )人 )人 )人 )人 )人請負人

(注)未実施の者がいる場合には、理由を (2)に記載すること。

( 1 )臨時健康診断の実施者(該当するものにすべて「レj を付すこと。)

口東電 口関係請負人

(2)臨時健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

口実施予定( 月 日まで)

口その他(

備考

1 各報告事項について、必要に応じ別紙を用いて記載すること。

2 r事業者職氏名」の繍は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。

4 



別紙

O 平成 23年 5月 10日までに従事期間が 1か月を超えた労働者 (100mSv超の者を除く。)

に対する臨時健康診断の実施状況

5月，10日までに従事期聞が 1か月を超えた労働者 (100mSv超の
者を除く。)

実施 米実施

関係請負人 )人 )人 )人

(注)朱実施の者がいる場合には、理由を (2)に記載すること。

(1)臨時健康診断の実施者(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

口東電 口関係請負人

( (2) 臨時健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

口実施予定 ( 月 日まで)

口その他(



基安発 0627第3号

平成23年6月27日

殿福島労働局長

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

(東電福島第一原発作業員健康対策室長)

( 公 印 省 略 )

東京電力福島第ー原子力発電所における緊急作業に係る元方事業者による

関係、請負人の管理状況の把握について
~
A
V
-
/
 

今
日
一

J
1
1
¥

東京電力福島第一原子力発電所(以下「発電所Jという。)において緊急作業に従

事する労働者の被ばく線量管理や健康管理等が適切に行われるためには、東京、電力の

みならず、東京電力かち直接工事等の発注を受ける事業者(以下「元方事業者Jとい

う。)による管理も必要不可欠である。

現在、東京電力に対し、発電所における緊急作業全体の安全衛生管理状況等につい

て主期的に報告を求めて，いるが、今般、元方事業者による関係誇負人やその労働者等

の管理状況についても当面の問、定期的に把握することとし、別添l及び別添2のと

おり、それぞれ元方事業者及び東京電力に対し、通知したので、了知するとともに、

適切に指導されたい。

〔



別添1

基安発 0627第正号

平成23年6月27日

別記の元方事業者殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

(東:電福島第一原発作業員健康対策室長)

( 関係請負人の管理状況の把握について

東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業に係る元方事業者による

え

東京電力福島第一原子力発電所(以下「発電所Jという。)咋おいて緊急作業に従

事する労働者の被ばく線量管理や健康管理等が適切に行われるためi乙は、東京電力の

みならず、東京電力から直接工事等の発注を受ける事業者(以下「元方事業者」とい

う。)による管理も必要不可欠であります。

厚生労働省においては現在、東京電力に対し、発電所における緊急作業全体の安全

衛生管理状況について定期的に報告を求めているところですが、今般、元方事業者に

よる関係請負人やその労働者等の管理状況についても当分の問、定期的に把握するこ

ととしましたので、下記により報告くださいますよう、お願いします。

記

1 対象

本通知による報告は、発電所で緊急作業(工事)を行う全ての元方事業者を対象

とする。なお、元方事業者が共同企業体である場合には、当該共同企業体の代表者

が報告を行うものとする。

2 報告時期等

報告は毎月、当該月分を取りまとめの上、翌月 10日までに富岡労働基準監督署

に行うものとする。

3 報告事項

(1)当該月中に実施中の緊急作業(工事)について、全ての関係、請負人が記載され



た請負体系図(様式任意)を提出すること。なお、 2回自以降の報告においては、

変更があったものを提出すれば足りること。

(2)次に示す事項について別添様式により提出すること。

ア 当該月中に実施中の緊急作業(工事)の内容及びその工期

イ 当該月末日(当該日)に緊急作業に従事した①元方事業者の労働者の数、②

関係請負人及びその労働者の数(労働者の数については、有期契約労働者(日

雇労働者を含む。)の数を内数として記載すること。)

ウ 当該月中に新規に緊急作業に従事した①元方事業者の労働者の数、②関係誇

負人及びその労働者の数(再入場者を除く。)

エ 当該月中に新規に緊急作業に従事した労働者について、入場時の①緊急作業

に係る必要な安全衛生教育(新規入場者教育)の実施状況、②電荷撒射線健康

診断の実施状況

オ前月中に緊急作業に従事していた者のうち、当該月中に全く緊急作業に従事

しなかった労働者の数

カ 緊急作業に従事している者のうち、①内部・外部線量合算で 100mSvを超え

ている労働者、②前月中に従事期聞が 1か月を超えた労働者(①の者を除く)ー

について、当該月における臨時健康診断の実施状況(1回目の報告においては、

②については、「前月中に」とあるのは「平成 23年 5月 11日か包 31日までの

間に」として報告するとともに、平成 23年5月 10日までに従事期間が 1か月

を超えた労働者(①の者を除く。)について、当該月までにおける臨時健康診

断の実施状況を別紙により報告すること。)

キ 緊急作業に従事し、退所した者のうち、内部・外部線量合算で 100mSvを超

えている労働者について、当該月における臨時健康診断の実施状況

、早

¥~ 

人



別 記

J 



様式

元方事業者による関係者青負人の管理状況報告

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

事業者職氏名 ~ 

平鼠 年 月 日から平成 年 月

よる関係請負人の管理状況について、次のとおり報告します。

{ 
1 当該月中に実施中の緊急作業(工事)の内容及びその工期

日までの元方事業者に

2 当該月末日(当該日)に緊急作業に従事した事業者及び労働者の数(当該日に入場して

いない者を除く。)

¥¥¥  事業者 労働者
うち有期契約労働者

元方事業者 )人 )人

関係請負人 )社 )人 )人

1次 )社 )人 )人

2次 )社 )人 )人

3次 )社 )人 )人

4次 )社 )人 )人
‘-

L 

(注) 5次、 6次がある場合には、同様に数字を記入すること。

I 
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( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 〔 ( 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
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口r

4 当該月中に新規に緊急作業に従事した労働者(再入場者を除く。)に対する入場時の安

全衛生教育及び電離放射線健康診断の実施状況

当該月中に 当該月中に
安全衛生教育の実施状況

電離放射線健康診断の実
新規に入場 新規に入場 施状況
した事業者 した労働者

実施済 未実施(注} 実施済 対象者で
未実施(泊

元方事業者 )人 )人 )人 )人 )大

関係請負人 )社 )人 )人 )人 )人 )人

(注)米実施@者がいる場合には、理由を (1)i又は (2)イに記載するニと。

(1 )入場時の安全衛生教育〈新規入場者教育)

ア 実施者(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

口東電 口元方事業者 口関係請負人

口その他(

イ 未実施の者がいる場合の理由

口実施 予 定 ( 月 日まで)

口 他の事業場等で当該教育を受けているなど、十分な知識や技能を有していると

認められるため、省略

口その他(

(2)入場時の電離放射線健康診断

ア 実施者(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

( 口東電 口元方事業者 口関係請負人

口その他(

イ 健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

口実施予定( 月 日まで)

口その 他 (

5 前月に緊急作業に従事していた者のうち、当該月中に全く緊急作業に従事しなかった労

働者の数

(1)元方事業者の労働者の数 一一ーム

(2) 関係請負人及びその労働者の数 一一一一主 一一ーム

3 

f 



6 緊急作業に従事している労働者に対する当該月における臨時健康診断の実施状況

内部・外部線量合算で 100mSvを超えてい 前月中に従事期間が 1か月を超えた労働
る労働者 者 (100mSv超の者を除く。)

実施 来実施(出 実施

元方事業者 )人 )人 )人 )人 )人

関係請負人 )人 )人 )人 )人 )人

(注)未実施の者がいる場合には、理由を (2)に記載すること。

(1)臨時健康診断の実施者(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

口東電 口元方事業者 口関係請負人

(2)臨時健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

ア lOOmSvを超えている労働者に対するもの

口実施 予 定 ( 月 日まで)

口 そのイ也(

未実抱[注)

)人

)人

イ 前月中に従事期間が 1か月を超えた労働者(アの労働者を除く。)に対するもの

口実筋予定( 月 日まで)

口 その他(

7 緊急作業に従事し、退所した労働者に対する当該月における臨時健康診断の実施状況

退所した者のうち内部・外部線量合算で 100田Svを超えている労働者

退所から 1か月を超え 2か月を超え
1か月後まで 2か月まで 3か月まで

実施 未実施[注) 実施 未実施[出 実施 来実施(注)

元方
)人 )人 )人 )人 )人 )人 )人事業者

関 係
)人 )人 )人 )人 )人 )人 )人請負人

L 

(注)未実施の者がいる場合には、理由を(2)に記載すること。

(1)臨時健康診断の実施者(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

口東電 口元方事業者 口関係請負人

(2)臨時健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

口実施予定( 月 日まで)

口 そのイ也(

4 

/ 

¥ 

L 



r 
I 

備考

1 各報告事項について、必要に応じ別紙を用いて記載すること。

2 r事業者職氏名」の禰は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。

5 

L 

1 



別紙

O 平成 23年 5月 10日までに従事期間が 1か月を超えた労働者 (100mSv超の者を除く。)

に対する臨時健康診断の実施状況

5月10日までに従事期間が1か月を超えた労働者 (lOOmSv超の l

者を除く。)

実施 未実施

克方事業者 )人 )人 )人

関係請負人 )人 )人 )人

(注)来実施の者がいる場合には、理由を(2)に記載することロ

f (1)臨時健康診断の実施者(該当するものにすべて「レj を付すこと。)

口東電 口元方事業者 口関係請負人

(2)臨時健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

口実施予 定 ( 月 日まで)

口その他(

、、



別添2

基安発 0627第2号

平成23年 6月27日

東京電力株式会社

取締役社長清水正孝殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

(東電福島第一原発作業員健康対策室長)

一て ‘ 東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業に係る関係誇負人

の管理状況の把握について

東京電力福島第二一原子力発電所(以下「発電所j どいう。}において緊急作業に従

事する労働者の被ばく線量管理や健康管理等が適切に行われるためには、東京電力か

ら直接工事等の発注を受ける事業者(以下「元方事業者」という。)による管理も必

要不可欠であります。

厚生労働省においては、今般、元方事業者による関係請負人やその労働者等の管理

状況はついて当分η問、定期的に把握するとととしましたが、東京電力が元方事業者

に当たる場合(自ら行う仕事の一部を関係請負人に請け負わせている場合)、その関

係請負人について、下記により報告いただくよう求めます。

記

1 対象

本通知による報告は、東京電力が発電所で行う緊急作業(工事)のうち、自ら行

う仕事の一部を請け負わせている関係請負人に係る事項を対象とする。

2 報告時期等

報告は毎月、当該月分を取りまとめの上、翌月 10日までに富岡労働基準監督署

に行うものとする。

3 報告事項

次に示す事項について別添様式により提出すること。



(1)当該月中に実施中の緊急作業(工事)の内容及びその工期

(2 )当該月末日(当該日)に緊急作業に従事した関係請負人及びその労働者の数(労

働者の数については、有期契約労働者(日雇労働者を含む。)の数を内数として

記載すること。)

(3 )当該月中に新規に緊急作業に従事した関係、請負人及びその労働者の数{再入場

者を除く。)

(4)当該月中に新規に緊急作業に従事した関係誇負人の労働者について、入場待の

①緊急作業に係る必要な安全衛生教育(新規入場者教育)の実施状況、②電離放

射線健康診断の実施状況

(5)前月中に緊急作業に従事していた者のうち、当該月中に全く緊急作業に従事し

なかった関係請負人の労働者の数

(6 )緊急作業に従事している者のうち、①内部・外部線量合算で 100mSvを超えて

いる関係請負人の労働者、②前月中に従事期間が 1か月を超えた関係誇負人の労

働者(①の者を除く)について、当該月における臨時健康診断の実施状況(1回

目の報告においては、②については、「前月中に」とあるのは「平成 23年 5月

11日から 31日までの間に」として報告するとともに、平成 23年 5見JO日まで

に従事期間が 1か月を超えた労働者(①の者を除く。)について、当該月までに

おける臨時健康診断の実施状況を別紙により報告すること。)

(7 )緊急作業に従事し、退所した者のうち、内部・外部線量合算で 100血Svを超え

ている関係請負人の労働者について、当該月における臨時健康診断の実施状況

/ 
¥ 
¥ 

/ 

¥ 



様式

元方事業者による関係請負人の管理状況報告

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

事業者職氏名 窃

平成 年 月 日から平成。年 月

よる関係、誇負人句管理状況について、次のとおり報告します。

日までの元方事業者に

1 当該月中に実施中の緊急作業(工事)の内容及びその工期

2 当該月末日(当該日)に緊急作業に従事した関係、請負人及びその労働者の数(当該日に

入場していなしt者を除く。)

¥¥¥  事業者 労働者
うち有期契約労働者

関係請負人 )社 )人 )人

1次 )社 )人 )人

2次 )社 )人 )人

3次 )社 )人 )人

4次 )社 )人 )人

(注) 5次、 6次がある場合には、同様に数字を記入すること。

1 



3 当該月末日(当該日)に緊急作業に従事した労働者数(関係請負人別)

¥¥  会社名 労働者数
うち有期契約労働者

( )次 )λ )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

一( )次 )人 )人|

( )次 )人 )人

( )次 〉人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人 l

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 ( )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

( )次 )人 )人

2 

/ 

¥ 

L 



4 当該月中に新規に緊急作業に従事した関係請負人の労働者(再入場者を除く。)に対す

る入場時の安全衛生教育及び電離放射線健康診断の実施状況

当該月中に 当該月中に
安全衛生教育の実施状況

電離放射線健康診断の実
新規に入場 新規に入場 施状況
した事業者 した労働者

実施済 未実施[泊 実施済 対象者で
未実施(注)

関係誇負人 )社 )人 )人 )人 )人 )人

(注)来実施の者がいる場合には、理由を(1)イ又は (2)イに記載すること。

〆ー

( 1 )入場時の亥全衛生教育(新規入場者教育)

ア実施春ー(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

口東電 口関係請負人

口その他(

ィイ 米実施の者がいる場合の理由

口実施 予定( 月 日まで)

口 他の事業場等で当該教育を受けているなど、十分な知識や技能を有していると

認められるため、省略

口その他(

(2)入場時の電離放射線健康診断

ア実施者(該当するものにすべて「レj を付すこと。)

口東電 口関係請負人

口その他(

イ 健康診断の対象者で朱実施の者がいる場合の理由

口実施 予定( 月 日まで)

口その他(

5 前月に緊急作業に従事していた者のうち、当該月中に全く緊急作業に従事しなかった労

働者の数

関係請負人及びその労働者の数 一一ー一主主 一一ーム

3 



6 緊急作業に従事している労働者に対する当該月における臨時健康診断の実施状況

内部・外部線量含算で lOOmSvを超えてい 前月中に従事期聞が 1か月を超えた労働
る労働者 者(lOOmSv超の者を除く。)

実施 朱実施(お 実施 来実施(注)

関係請負人 )人 )人 )人 )人 )人 )人

(注)未実施の者がいる場合には、理由を (2)に記載すること。

(1 )臨時健康診断の実施者(該当するものにすべて「レJを付すこと。)

口東電 口関係誇負人

(2) 臨時健康診断の対象者で未実施の者がいる場合の理由

ア lOOmSvを超えている労働者に対するもの

口実施予定( 月 日まで)

口ぞの他(
¥ 

イ 前月中に従事期間が 1か月を超えた労働者(アの労働者を除く。)ーに対するもの

口実施予定( 月 日まで)

口その他(

7 緊急作業に従事し、退所した労働者に対する当該月における臨時健康診断の実施状況

退所した者のうち内部・外部線量合算で lOOmSvを超えている労働者

退所から 1か月を超え 2か月を超え
1か月後まで 2か月まで 3か月まで

実施 未実施(酎 実施 未実施(酎 実施 未実施(注}

関係
)入 )人 )人 )人 )人 )人 )人請負人

(注)未実施の者がいる場合には、理由を (2)に記載すること。

(1 )臨時健康診断の実施者(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

口東電 口関係請負人

(2 )臨時健康診断の対象者で米実施の者がいる場合の理由

口実施予定( 月 日まで)

口その他(

備考

1 各報告事項について、必要に応じ別紙を用いて記載すること。

2 r事業者職氏名Jの禰は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。

4 



)5IJ紙

O 平成 23年 5月 10日までに従事期聞が 1か月を超えた労働者(100皿Sv超の者を除く。)

に対する臨時健康診断の実施状況

5月10日までに従事期間が 1か月を超えた労働者 (100皿Sv超の|
者を除<0) 

実施 朱実施

関係誇負人 )人 )人 )人

(注)来実施の者がいる場合には、理由を (2)に記載すること。

(1) 臨時健康診断の実施者(該当するものにすべて「レ」を付すこと。)

口東電 口関係請負人

マ(2) 臨時健康診断の対象者で来実施の者がいる場合の理由

口実施予定( 月 日まで)

ロその他(




